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　公正競争規約において、医療機関と製薬企業が共催する講演会・セミナー
における、役割者（座長・講師等）の報酬について、以下のように定めて
います。

　「共に主催者である医療機関と製薬企業が共催する講演会・セミナーに
おいては、当該医療機関に所属される医療担当者が、座長や講師等の役割
を担っている場合、その役割者は主催者の一員であるため、製薬企業から
当該医療担当者に報酬をお支払いすることはできない。」としています。

　ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

医療機関と製薬企業が共催する際の報酬について医療機関と製薬企業が共催する際の報酬について


